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議題２

平成２５年度主要事業について

平成２５年５月２７日（月）
第８回原子力防災専門家会議

22

平成２５年度 取組方針

○今年度の目標 広域住民避難計画の実効性を高める

○修正にあたっての考え方
・広域住民避難計画と細部実施要領、実施要領間の擦り合わせ（記載内容、運用

方法等）
・部局レベルのマニュアルの作成
・原子力災害対策指針等の改定に伴う修正
・ＰＴ会議、原子力防災専門家会議、防災訓練等の結果を踏まえた修正
・組織、人員の具体化

○上記のため、引き続き全庁で連携して取組みを進める。

平成２５年４月２６日の「平成２５年度第１回原子力安全対策ＰＴ会議」申合せ事項

原子力安全対策ＰＴ・ＷＧを開催しながら
全庁的な取組みとして推進



１９４百万円（緊急経済対策）

３７２百万円

○島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業
①島根県等とのモニタリングシステムの一体化
②既設モニタリング局の設備増強（装置の追加）
③モニタリング監視局の増設
④原子力環境センター（仮称：衛生環境研究所に設置）の設計 等

～UPZ（緊急時防護措置を準備する区域）に位置づけられたことに伴う安全対策の強化～

原子力安全対策関連予算 【平成２５年度当初予算】

４３７百万円

○環境省に「原子力規制委員会」設置

○原子力災害対策特別措置法の改正

○境港市、米子市の一部がUPZの範囲内に

○中国電力との島根原発安全協定（改定協議中）

○原子力防災対策事業（３５２百万円）
①防護資機材（防護服、サーベイメータ等）の整備
②モニタリングシステム保守管理
③原子力防災ネットワークシステム改修（島根県オフサイトセンターとの通信確保）

○島根原子力発電所に係る原子力防災緊急対策事業（４７２百万円）（緊急経済対策）
①災害対策本部、緊急事態対処センター（新設）の映像システム整備
②衛星による映像送信システム強化
③西部総合事務所の災害対策本部機能強化（施設改修、備品整備）
④WEB会議システム増強整備（サーバ増設、保守体制強化）
⑤簡易サーベイメータ等整備
⑥要援護者等屋内退避施設整備 等

○大規模災害に備えた備蓄事業（５１百万円）（緊急経済対策）
○県営広域避難所への資材（毛布等）の整備 等

被ばく医療体制の整備
○被ばく医療体制整備事業

①二次被ばく医療機関への施設等整備に対する補助
②被ばく医療機関に必要な資機材の整備
③安定ヨウ素剤の備蓄
④スクリーニング会場で使用する用品の整備 等

平常時モニタリング体制の整備

背

景

○鳥取情報ハイウェイ強靱化事業（最重要区間の迂回路整備等）
○庁内情報共通基盤強靭化事業（庁内LANデータベース複製化）
○全国知事会Web会議通信機器等増強整備事業

通信基盤体制の強化

原子力防災訓練（１月２６日）を踏まえた新規事業（再掲）
～約５億円～

○島根原子力発電所に係る原子力防災緊急対策事業（２７２百万円）（緊急経済対策）
※災害対策本部、緊急事態対処センター（新設）の映像システム整備
※西部総合事務所の災害対策本部機能強化（施設改修、備品整備） 等

○原子力防災対策事業（４百万円）
※原子力防災ネットワークシステム改修（島根県オフサイトセンターとの通信確保）

○島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業（１８９百万円）
※既設モニタリング局の設備増強 等

○大規模災害に備えた備蓄事業（５１百万円）（緊急経済対策）
※県営広域避難所への資材（毛布等）の整備 等

平成２５年度
当初予算事業費
約１２億円

総事業費
（緊急経済対策＋25年度当初）

約１９億円

８７５百万円原子力防災対策基盤の緊急整備
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平成２５年度原子力防災関連の年間スケジュール

項目 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

国

原子力災害対策
指針

原発の新規制基
準

県

防災訓練

原子力防災専門
家会議

避難時間推計
シミュレーション

地域防災計画（原子
力災害対策編）、広
域住民避難計画

ＰＴの開催予定

改定
（５月） 検討課題とされている事項について改定がなされる見通し

新基準施行
（７月）

・基準案公表
・パブリックコメント

第１回
（5/27）

シミュレー
ション実施

原子力災害対策指針の改定等に伴い、
必要に応じて運用の見直し等を実施 ・修正案策定

・パブリックコメント

島根原発防災訓練

結果公表

反映

・原案公表
・パブコメ

第１回（4/26） 第２回 第○回（適時開催）

機能別訓練
（4/26通信訓練ほか）

人形峠防災訓練検討

第○回（適時開催）
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次回以降の専門家会議で御意見をいただきたい
主な取り組み

• 原子力防災訓練の実施・事後検証
→ 島根原子力発電所、人形峠環境技術センター

• 地域防災計画・広域住民避難計画の修正
→ 災害対策指針、新規制基準を踏まえた修正

• 緊急時モニタリング計画の策定
→ 災害対策指針を踏まえた策定

• 緊急被ばく医療計画の修正
→ 災害対策指針、体制整備状況等を踏まえた修正

6
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【以下参考資料】

平成２５年度第1回原子力安全対策
プロジェクトチーム会議資料

（抜 粋）

平成２５年４月２６日開催

88

原子力行政の現状
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１ 国
・原子力災害対策特別措置法（平成24年9月19日施行）

本県は関係周辺都道府県に位置づけられ、立地県と同等の権限
・原子力災害対策指針（平成24年10月31日決定 ※平成25年2月27日改定）

ＵＰＺ（緊急時防護措置準備区域：概ね３０㎞）の定義化
①原子力災害事前対策の在り方 ②緊急被ばく医療の在り方、
③モニタリング等の在り方 等
→ 現在、緊急時モニタリング、安定ヨウ素剤の配付に関する改定原案につ

いてパブリックコメント中（4/10～5/9）。５月中に改定予定
・原発の新規制基準 ・・・・・・４月基準案公表、７月に決定

２ 鳥取県
• 中国電力との安全協定の締結（平成23年12月25日）

原子力災害対策特別措置法の改正等に伴い協定改定を申入れ
平成24年11月1日 中国電力へ協定改定の申入れ
平成25年3月15日 中国電力から文書回答
→安全協定の運用面においては立地自治体と同様の対応を行っていくことを確認。

• 原子力安全対策プロジェクトチーム設置（H24.１） これまで８回開催
• 地域防災計画（原子力災害対策編）、広域住民避難計画策定（H25.3.18）
• 原子力安全対策監、原子力安全対策課の設置（H25.4）

原子力行政の現状
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実施体制 原子力安全プロジェクトチーム（ＰＴ）

体制整備構想ＷＧ

避難ＷＧ

被ばく医療ＷＧ

モニタリングＷＧ

普及啓発・広報
ＷＧ

（ＷＧ）

（実施体制） （実施に関する企画）

各部局等

マニュアル

教育訓練

資機材

施設

（アウトプット）

実施計画

※各WGで目標（アウトプット）を設定し、PTで統括

児童生徒の避難誘導
ＷＧ

知 事
副知事

統轄監

原子力
安全対策課
（PT事務局）

• 未来づくり推進局長
• 行財政改革局長
• 人権局長
• 地域振興部長
• 文化観光局長
• 福祉保健部長
• 健康医療局長
• 生活環境部長
• 衛生環境研究所長
• 商工労働部長
• 農林水産部次長（技術）
• 県土整備部次長（技術）
• 東部振興監
• 各総合事務所長
• 会計指導課長
• 経営企画課長
• 病院局総務課長
• 教育長
• 警察本部警備第二課長

整備計画
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○危機管理局

【原子力安全対策課】
（課長以下８名）

・原子力安全体制の整備
・緊急時のオペレーション
※原子炉工学、モニタリング

の専門職員（２名）として、
企画・立案等を実施

※島根県との人事交流

◆原子力安全対策課（課長以下８名及び原子力安全対策監）をコアとして、必要な機
能を兼務職員（１８名）として配置し、バーチャルな組織（２７名）で原子力安全対
策を全庁的に推進

【現地確認】
○西部総合事務所（地域振興局・生活環境局）

・初動体制の中核を担う職員として、現地確認、
立入検査等を行う。

・平常時から現地確認等に関するマニュアル作成
等への参画、スキルアップを行う。

【注】 緊急モニタリング体制について、今後
検討したうえで、兼務発令を検討。

【被ばく医療】
○福祉保健部健康医療局
・被ばく医療対策の実施
・平常時からの一体的な原子力
防災対策の強化
※被ばく医療専門職員として、

災害対策本部事務局等で
企画・立案・評価等を実施

【モニタリング】
○生活環境部水・大気環境課
○衛生環境研究所
・モニタリング対策の実施
・平常時からの一体的な

原子力防災対策の強化
※モニタリングの専門職員として、

災害対策本部事務局並びに、
緊急時モニタリングセンター（仮称）

・二次被ばく医療機関 ２
（鳥取大学、中央病院）

・初期被ばく医療機関１４ ・設置 ９基

先ず最初に現地
確認に向かう

９名

１２名

５名１名

原子力防災専門家会議

【シンクタンク】
鳥取県

原子力防災専門家会議

９名

※関係部局による組織的対応 ※関係部局による組織的対応

※関係部局による組織的対応

島根原発に係る原子力安全対策を講ずるための体制

12

事業者名 中国電力株式会社

所在地 島根県松江市鹿島町片句６５４－１

区分 １号機 ２号機 ３号機

営業運転開始 昭和４９年３月
（定期検査中）

平成元年２月
（定期検査中）

平成２４年３月（当初予定）

（安全対策等実施中）

電気出力 46万KW 82万KW 137.3万KW

原子炉形式 沸騰水型（BWR) 沸騰水型(BWR) 改良沸騰水型(ABWR)

燃料集合体数 ４００体 ５６０体 ８７２体

制御棒本数 ９７本 １３７本 ２０５本

主
な
対
応
状
況

防波壁 平成25年内完了予定（15ｍ） 完了済（15ｍ）

フィルタ付ベント 検討中 平成26年度中完了予定

難燃性ケーブル 検討中 対応済 対応済

免震重要棟 平成26年度内運用開始予定

第２制御室 検討中

島根原子力発電所の現状

12
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ＰＴの今年度の予定

1414

原子力防災体制全体整備計画（案）
Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

国の状況

•原災法改正

•原子力安全対策指針改定

（ＵＰＺ、ＥＡＬ、ＯＩＬ等）

•原発の新規制基準

•原子力安全対策指針改定

（モニタリング、被ばく医療）

目標 基本的運用体制の整備 運用体制の充実 体制基盤の慨成
立地県並みの体制・

運用の確保

全般

•体制整備ロードマップ（計画） ⇒PDCA ⇒PDCA ⇒PDCA

•専門家会議、防災連絡会議 → → →

•地域防災計画修正（ＵＰＺ） モニタリング、被ばく医療 → →

・緊急事態対処センター（仮称）
整備

・緊急事態対処センター
（仮称）運用

→

避難
広域住民避難計画策定

※島根県との連携

マニュアル類の整備（活動要領、
組織人員の具体化）

・実効性の確保に向け
た取り組みの実施

モニタ

リング

• 原子力環境センター（仮称）設
計

• 原子力環境センター整
備、一部運用

・原子力環境センター
整備、運用

• 平常時モニタリング計画策
定

• モニタリングポスト設置

• 緊急時モニタリング計画策定

• 可搬式モニタリング装置の整備

• モニタリングデータ統合

→ →

被 ば く 医 療

• 被ばく医療機関の指定

• 被ばく医療計画、マニュアル
作成

• 資機材整備

• 資機材整備 ・資機材整備 ・資機材整備

普及啓発・

広報

• 広報（プレス会見等）計画

• 講演会、説明会等

→ → →

教 育 訓 練 • 島根発電所、人形峠 → → → 14
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平成２５年度の取組みに
関する申合せ（案）

○今年度の目標 広域住民避難計画の実効性を高める

○修正にあたっての考え方
・広域住民避難計画と細部実施要領、実施要領間の擦り合わせ（記載内容、運用

方法等）
・部局レベルのマニュアルの作成
・原子力災害対策指針等の改定に伴う修正
・ＰＴ会議、原子力防災専門家会議、防災訓練等の結果を踏まえた修正
・組織、人員の具体化

○上記のため、引き続き全庁で連携して取組みを進める。

16

今年度のＰＴスケジュール（案）

＜ＰＴの年間スケジュール＞
・第１回 平成２５年４月２６日（金）午後４時～４時30分、災害対策本部室

PTの活動成果、今年度の予定
原子力災害対策指針、原発の新規制基準

・第２回 平成２５年８月頃
原子力防災訓練の実施計画等について

（適時実施）

・第○回 平成２５年１1月頃
原子力防災訓練の結果及び来年度の予算要求について
地域防災計画（原子力災害対策編）、広域住民避難計画の修正
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ＷＧ設置（Ｈ25）

ＷＧ ＷＧにおける検討項目 主担当課

１ 体制整備構想

体制整備ロードマップ ○原子力安全対策課

教育訓練体系（研修、訓練） 原子力安全対策課

原子力災害対応活動 原子力安全対策課

島根県との統合運用 原子力安全対策課

中国電力との安全協定（原災法改正にともなうもの） 原子力安全対策課

２ 避難

避難全般避難計画 ○原子力安全対策課

住民避難 原子力安全対策課

広域避難所運営 業務効率推進課

災害時要援護者避難 長寿社会課

損害賠償 ⇒ 検討完了 政策法務課

３ 児童生徒の避難誘導 学校災害対策本部等 ○教育総務課

４ モニタリング

平常時モニタリング ○水・大気環境課

緊急時モニタリング ○原子力安全対策課

原子力環境センター（仮称）設置 水・大気環境課

５ 被ばく医療

被ばく医療 ○医療政策課

スクリーニング 健康政策課

安定ヨウ素剤 医療指導課

６ 普及啓発・広報
住民広報（緊急時） ○広報課

普及啓発（平常時） 各担当課

1818

各ＷＧの主な取組み
（全体イメージ）



１ 役割 原子力防災体制の整備及び運用面での実効性の確保

２ 整備の目標とレベル

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

取組
方針

体制ロードマッ
プ決定

施設整備と運用体
制の充実

体制基盤整備
の概成

立地県並みの体
制、運用の確保

体制・
施設
整備
等

・原子力防災

⇒原子力安全対策
室、原子力PT会
議の設置

⇒原子力安全対策課
原子力PT会議の運営

⇒ 同左 ⇒実効性の確保

・被ばく医療

⇒緊急被ばく医療
計画等の策定

⇒被ばく医療機関の施設
整備等

⇒ 同左 ⇒実効性の確保

・モニタリング

⇒モニタリングポス
ト整備

⇒平常時モニタリン
グ計画の策定等

⇒原子力環境センター
(仮称)設計

⇒緊急時モニタリング計
画の策定

⇒同左整備、一部運用

⇒モニタリング計画の運
用

⇒同左整備、運用

主な
企画
等

・地域防災計画（原子
力災害対策編）大
幅修正

・広域住民避難計画
策定

・合同防災訓練の実施

・避難時間推計シミュレー
ション(島根と共同実施)
・合同防災訓練の実施
⇒地域防災計画、広域

住民避難計画の修正
※原子力災害対策指

針の改定内容も反映

・合同防災訓練の実施

・地域防災計画、広域住
民避難計画の運用と
実効性の確保

・合同防災訓練の実施

・地域防災計画、広域
住民避難計画の実効
性の確保

体制整備構想WG
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モニタリング計画
（平常時、緊急時）

避難計画

広域避難所運営計画

災害時要援護者避難計画

食糧、生活物資関連等供給計画

被ばく医療計画

広報・情報伝達計画

損害賠償計画

学校、保育所、幼稚園の避難マニュアル

対策本部計画

計
画
間
の
連
携
の
確
保

輸送計画

動員計画

避難ＷＧ「住民避難」

鳥取県広域住民避難計画

全般避難計画

（細
部
実
施
要
領
）

原子力災害指針の改定等に伴
う各計画の修正

計画間の連携、内容の擦り合わ
せ

避難時間推計シミュレーション
結果の反映

多様な避難の検討（列車、船舶、
航空機）

訓練結果の反映（総合防災訓
練、機能別訓練等）

平成２５年度の取組内容

ＰＤＣＡ

※H24作成済



避難ＷＧ「広域避難所運営」

県営施設（26箇所） 約２万人

市町村施設（213箇所）約６万人

広域避難者 約７．３万人
（境港市・米子市）

【関連する他の計画】
○食糧、生活関連物資等供給計画
○輸送計画
○動員計画

【詳細マニュアル】
○広域避難所運営マニュアル（業務効率推進課）

○ボランティア受入れマニュアル（鳥取力創造課）

○ペット対応マニュアル（くらしの安心推進課）

「広域避難所運営計画」の点検、実効性向上

【今後の対応】

【市町村に提供する参考資料】
○広域避難所運営計画（市町村標準例）
○広域避難所運営マニュアル

【広域避難所運営計画の内容】
○広域避難所運営チームの編成
○本庁－避難所の指揮命令系統
○関係機関、部局の役割分担
○県営避難所開設スケジュール
○県営避難所運営に係る必要人員 など

（市町営避難所への応援派遣を含む）

○県営広域避難所における避難・駐車スペース等 の点検、確保 ⇒現地の確認、点検を実施中（４月中に完了予定）

○広域避難所運営体制の点検、改善
（広域避難所運営マニュアルの充実など）

⇒訓練による検証、市町村・関係部局等との
協議、検討

連携

○県営広域避難所運営のための資機材の点検、確保 ⇒資機材を順次整備（毛布等を購入予定）

社会福祉施設
（30km圏内）

広域福祉避難所
（50km以遠/ 県東中部）

最終避難先社会福祉施設
（50km以遠/ 県内・県外）

仮設住宅・公営住宅等

引き続き市町村及び社会福祉施設等との調整が必要
〈調整事項〉 避難施設と広域福祉避難所のマッチング、入所施設等での避難計画策定促進、

要援護者の特性に応じた避難先の確保、移送車両の確保、医療・介護スタッフ等の確保 等

（施設車、福祉ﾀｸｼｰ、
自衛隊等）

（施設車、救急車、自衛隊、福祉タクシー等）

社会福祉施設入所の重度者及び
医療機関入院者（30km圏内）

社会福祉施設又は医療機関

重度者は避難所を通さず直接移送
（緊急入所・緊急入院）

施設入所者71カ所 1,652人

医療機関入院者8カ所 265人

※対象者は米子市、境港市
が集計中

在宅要援護者
（30km圏内） ・候補施設数 100施設

※民間施設を含む
・収容可能人数 3,579人
※妊婦、乳幼児、病弱者

等の要援護者も適宜受
け入れる。（県手配バス、自家用車、

福祉ﾀｸｼｰ、自衛隊等）

各施設が避難計画を
作成（県はガイドライン
を作成。必要に応じ、

車両を手配）

米子市・境港市が「要
援護者避難支援プラ
ン」に基づき避難誘導

（県は車両を手配）

[H25.3.12現在]

「災害時要援護
者避難対策本

部」（県及び県社
協が運営）が最
終避難先情報を

提供
（移動は福祉避
難所が支援。県
は必要に応じ、
車両を手配。）

県内施設の定員超過
受入可能数

89施設 1,156人

避難所等で住宅
情報等を提供

※重度者には可能な限
り移動距離の少ない施
設をあっせん

※医療機関入院者の移
送先は県内医療機関で
対応可能見込み 623床

※避難元施設・本人・家族等が協議し、
最終避難先を決定

【今後の対応】
○要援護者の円滑な避難に向けた体制づくり ○広域福祉避難所の円滑な運営体に向けた体制づくり
⇒米子市・境港市の要援護者の個別支援プラン作成 ⇒ 市町村等による運営マニュアルの作成の促進
⇒避難元の社会福祉施設における避難プラン作成 ⇒必要な介護人材・資機材（ベッド、毛布等）の確保
⇒避難に必要な車両の確保

避難ＷＧ「災害時要援護者の避難」



●ライブカメラ画像イメージ ●道路情報板イメージ ●ライブカメラ・道路情報板配置図

■ライブカメラ・道路情報板の設置

■マニュアル（道路情報収集・提供、応急復旧）作成
■建設業協会等の応援体制
■除雪体制の整備

●道路情報等の収集・提供
●支障箇所の早期交通開放

他の道路管理者等

連携

全体計画 全体
計画

Ｈ２４ Ｈ２５

ライブカメラ ４０基 ４０基 －

道路情報板 ７基 ３基 ４基
■液状化対策検討

＜液状化調査＞
土質調査により液状化判定
①既存ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ資料
②既存液状化判定資料
③追加ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査（県道米子
境港線、国道431号 20箇所）

100mメッシュでの液状化区間
及び被害想定

＜対策検討＞
想定被害
①道路崩壊・噴砂
②ﾏﾝﾎｰﾙ隆起
③照明灯の倒壊

等の被害想定に
より対策の検討

＜想定される被害状況に応じた
対応策の検討＞

○被害を許容し車線変更規制
○地盤改良等抜本的な液状化対策
○迂回路設定及び迂回路対策

H26以降

①対策工の詳細設計
②対策工の実施

H25実施予定

対応
方針

調整会議を2回開催
（ H24.10.17、H25.2.18 ）

境水道大橋

江島大橋

国道9号
山陰道

避難ＷＧ「避難経路の確保」

原
子
力
災
害
発
生

避難指示

あらかじめ設定する
避難所等へ移動

児童生徒避難スキーム

①学校・保育所・幼稚園の個別の避難計画を作成
⇒H24に概成したマニュアルと広域住民避難計画とのすり合わせ
⇒マニュアルに基づく各学校等の実態に応じた避難計画の作成

②学校等の個別避難計画の実効性を確保
⇒避難元の学校等（米子市、境港市）と避難所（東・中部）とのマッチング
⇒各学校等は図上訓練で検証を実施
⇒児童生徒等一人ひとりが状況に応じてとるべき行動を考えさせる
⇒図上訓練の実施結果に基づく課題等をフィードバック

③11月実施の防災訓練の実施結果に基づく課題等の個別避難計画へのフィードバック

避難所（東・中部）

今後の取組課題等

【基本方針】
○原災法15条に伴う緊急事態宣言が発出され、学校等が所在する地域に避難指示が出た

場合は、直ちに学校等ごとに避難所まで移動し、その後保護者へ引き渡す。

保護者への
引渡し

直ちに休園・休校の措置
屋内退避等による安全確保
状況把握、保護者との連絡調整

避難

児童生徒の避難誘導ＷＧ
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モニタリングWG「モニタリングシステムの接続」

20km 30km 40km 50km

20km30km

40km
50km

10km

文科省及び県
HP公開

文科省HP
公開

接
続

一体的に
県HP公開一体的に監視

島根原発敷
地内データ

島根県モニタ
リングデータ

• 西部総合事務所
• 米子市役所
• 境港市役所
• 鳥取県庁
• 衛生環境研究所

• 市町村
• 一般県民 等

２つの表示画面が、１つの表示画面に！

原子力環境センター（仮称）
機能の整備を調整中

（県庁）

（衛環研）

（木地山）

（きらりタウン赤碕）

（日野総合事務所）

（南部町役場）

（境港市役所横）

（米子市立河崎小学校）

（大山町役場）

測定局機能強化

既存システム
（危機管理局）

25

平常時モニタリングの強化 EMCによる緊急時モニタリング

施設敷地緊急事態 全面緊急事態

10条該当事象 15条該当事象

平常時モニタリング計画 緊急時モニタリング計画

平常時モニタリング

＜EMCの状況＞

緊急時モニタリングセンター
（EMC）設置

警戒事態

震度6弱以上の地震等

EMCの災害対策本部付属機関への移管

復旧期
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

初期
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

中期
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

※発災後、国は緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施計画を策定し、
緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果の解析・評価・公表を一元的に実施

モニタリングＷＧ「緊急時モニタリング」
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避難避難

原
発

島根県

初期被ばく
医療機関

14カ所

避難所

医療機関

三次被ばく
医療機関

被ばく医療
機関

県外

UPZ圏内 UPZ圏外

東・中部西部

人の流れ【凡例】

作業員等

島根県からの
要請により

・救護所

・スクリーニング会場

傷病者等

高度専門的診療

一時集結所等
総合避難支援所

・救護所

・スクリーニング
会場

二次被ばく医療機関

避難避難

・鳥取大学医学部附属病院

・県立中央病院

スクリーニングレ
ベル以上

傷病者等

専門的診療

スクリーニングレ

ベル以上

専門的診療

鳥取県

25年度の取り組み予定
○ホールボディカウンタ・除染

設備等の整備
○訓練・研修による被ばく医

療計画の検証と定着

これまでの実績
○被ばく医療機関の指定 ○資機材等の整備
○緊急被ばく医療計画・マニュアルの作成
○被ばく医療機関等ネットワーク会議の開催
○被ばく医療関係者研修会の開催

被ばく医療ＷＧ「被ばく医療の体系図」

蒜山IC

落合
JCT

津山IC

佐用IC

智頭IC

米子自動車道

中国自動車
道

鳥取自動車道

山陰道(R9
号)

Ｒ９

Ｒ181

Ｒ482

Ｒ313
Ｒ179

Ｒ53

Ｒ482

高速道路・自動車専用道 一般道

予備経路

〔主要避難経路〕

スクリーニング会場

20km

30km

設置形態 総合避難支援所併設（主要避難経路沿い） 避難所併設（東部・中部） 保健所併設

会場

①名和農業者トレーニングセンター（大山町）
②伯耆町Ｂ＆Ｇ海洋センター（伯耆町）
③江府町立総合体育館（江府町）
④中山町農業者トレーニングセンター（大山町）
⑤東伯総合公園体育館（琴浦町）
⑥倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設（倉吉市）
⑦那岐小学校（智頭町）

①布勢総合運動公園県民体育館（鳥取市）
②鳥取空港国際会館（鳥取市）
③倉吉文化会館体育館（倉吉市）

①鳥取保健所
②倉吉保健所
③米子保健所
　※③は速やかに、①、②は４
日目以降に設置。

主な対象者 全避難者 全避難者のうちスクリーニング漏れ者 スクリーニング希望者

対象人数（推定） ７９，２６０人 ９，０００人 －

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

①
①

②

②

③
③

被ばく医療ＷＧ「スクリーニング会場」
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○スクリーニングレベル 13,000ｃｐｍ
・福島県が除染の基準としたレベルを参考と

している
※今後、国の基準を参考に見直し予定
○簡易除染

・ふき取り、着替え等で放射性物質を除去

傷病のある
方

初期被ばく

医療機関へ

二次被ばく
医療機関へ

①受付
↓

②１次スクリーニング
↓（レベル以上） ↓（レベル以下）

③簡易除染 終了
↓

④２次スクリーニング
（レベル以上） ↓（レベル以下）

終了
⑤健康相談

スクリーニング会場

スクリーニングスタッフ（県職員等）、資機材等各会場へ移動

終了後、避難
所等へ

※汚染レベルが高い者

＜平成２５年度の取組＞
・資機材（除染用具、ブルーシート、パーテーション等）の整備
・検査要員に対する研修会の実施

（平成２４年度の取組）
・資機材（ＧＭサーベイメータ、個人線量計、防護具）の整備
・県放射線技師会との応援協定締結

被ばく医療ＷＧ「スクリーニング検査」
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避難避難

原
発

島根県

避難所
３カ所

UPZ圏内 UPZ圏外

東・中部西部

避難

安定ヨウ素剤
服用会場

未服用の者が
服用

・スクリーニング会場

一時集結所
：備蓄・服用 総合避難支援所

７カ所

・スクリーニング
会場

鳥取県

被ばく医療ＷＧ「安定ヨウ素剤服用体制」

自 宅

避難避難

学校・病院・福
祉入所施設
：備蓄・服用

保育所等
：服用

調剤拠点薬局
：備蓄
（内服薬調剤）

調剤補助薬局
：備蓄
（内服薬調剤）

配送

配送

24年度（一時集結所、調剤拠点薬局）に引き続き、25年度安定ヨウ素剤の備蓄を行う
・ １日分（約7万人・日分）を学校、県立病院又は保健所（スクリーニング会場分）に備蓄
・ 最大４日分（約30万人・日分）を福祉施設、病院、行政備蓄分として備蓄予定

安定ヨウ素剤
服用会場

未服用の者が
服用

24年度備蓄済み：約7万人分



普及啓発・広報ＷＧ「平常時の普及啓発の取組」

31

発災時の適切な対応

放射線に対する
正しい理解

原子力施設見学会（島根原
子力発電所、オフサイトセ
ンター等）

普及啓発リーフレット

出前説明会

原子力防災訓練

放射線に関する
基礎知識の普及

原子力防災の
取組の周知

広域住民避難計画
等の周知

原子力防災に
関する正しい理解

県政広報（県政だより、とりリンク、
新聞、ラジオ、ホームページ等）原子力防災講演会

住民説明会
（米子市、境港市）

原子力防災に関する
安心・安全の確保

※関係機関との調整、訓練等を通じて
計画の見直しやマニュアルを整備

県

米子市、境港市

避難指示広報
・防災行政無線

（防災ﾗｼﾞｵ）
・広報車
・消防団
・所管施設 など

住民
への
避難
指示

報道機関

報道要請、
報道資料提供

・30km圏内住民等は、市からの指
示で避難

・避難中は、ラジオ、携帯、スマホ
から情報を入手

国・原子力災害対策本部

避難

OFC共同調整所で、

情報入手、避難指示

所管施設、団
体等による広
報

指示

指示

・テレビ
・ラジオ

Webニュース

詳細広報

・とりネット

・モバイル

住民のアク
ション

避難
指示
依頼

普及啓発・広報ＷＧ「緊急時の住民広報」
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役割 原子力防災体制整備の進捗及び運用体制を整備する。

整備構想（方針） 体制整備をＨ２４～Ｈ２７で計画的に実施する。

整備目標 体制整備の進捗管理体制の構築

整備レベル
Ｈ２５：運用体制の充実、Ｈ２６：体制基盤の概成

Ｈ２７：立地県並みの体制、運用の確保

平成25年度の取組

・取組方針

・スケジュール

・原子力災害対策指針の改定に伴う、鳥取県地域防災計画（原子
力災害対策編）の修正

・市町村（米子市、境港市、三朝町を除く）地域防災計画（原子力
災害対策編）の作成支援

・緊急事態対処センター（仮称）の設置に伴う運用体制の構築

・島根県と共同での原子力防災訓練の実施

→ 訓練の実施結果を基づき必要な修正の実施

これまでの

取組実績

H24.9 体制ロードマップを作成

H25.3 地域防災計画（原子力災害対策編）の修正、原子力防災

ネットワークシステムの整備

体制整備構想ＷＧ

3434

役割
島根原子力発電所における事故発生に備え住民避難および被災
者からの各種相談に対応できる実施計画の策定

整備構想（方針）
円滑な住民避難の実施に向けて関係課および島根県と連携を図
るとともに、根幹となる事項については、鳥取県地域防災計画（広
域住民避難計画）にフィードバックする。

整備目標
住民（災害時要援護者含む）避難、広域避難所運営、輸送、安否
情報提供及び損害賠償等に関して円滑な実施が可能となるよう
検討を行う。

整備レベル
原子力災害対策指針、防災訓練結果、専門家会議の意見等を踏
まえ、実効性の高い計画とする。

平成25年度の取組

・取組方針

・スケジュール

・原子力災害対策指針の改定に伴う、細部実施要領の修正

・広域住民避難計画と細部実施要領の擦り合わせ（必要に応じて、
ＷＧや担当課で連携を実施）

・コンクリート屋内退避施設の整備

・避難訓練等の実施によるＰＤＣＡの実施

・避難元（米子市、境港市）と避難先（東・中部）の連携推進

これまでの

取組実績

細部実施要領（①避難 ②災害時要援護者等 ③食糧、生活関連
物資等供給 ④輸送計画 ⑤広域避難所運営 ⑥動員計画 ⑦
損害賠償マニュアル。）の策定

避難WG
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役割 幼児・児童・生徒が速やかに避難できる体制を整備する。

整備構想（方針）
児童生徒等が円滑に避難できるよう、関係課及び関係自治体との
連携を図りながら計画を策定する。

整備目標
学校・保育所・幼稚園が各施設の実態に応じた避難計画を作成し
実効性を検証

整備レベル 防災訓練の実施結果等に基づき、実効性の高い計画とする。

平成25年度の取組

・取組方針

・スケジュール

①学校・保育所・幼稚園の個別の避難計画を作成
・H24に概成したマニュアルと広域住民避難計画とのすり合わせ

・マニュアルに基づく各学校等の実態に応じた避難計画の作成

②学校等の個別避難計画の実効性を確保
・避難元の学校等と避難所（東・中部）とのマッチング

・各学校等は図上訓練で検証を実施

・児童生徒等一人ひとりが状況に応じてとるべき行動を考えさせる

・図上訓練の実施結果に基づく課題等をフィードバック

③11月実施防災訓練の実施結果に基づく課題等をフィードバック

これまでの

取組実績

H25.1 児童・生徒の避難計画について米子市、境港市等と協議

H25.3 学校・保育所・幼稚園の避難計画作成マニュアルを概成

児童生徒の避難誘導WG

3636

役割
原子力災害が発生した場合に、適切な緊急被ばく医療活動を実施
するための計画及びマニュアルの作成。

整備構想（方針）
被ばく医療活動を実施する医療機関や被ばく患者を搬送する機関な
どと連携して、災害時の具体的な手順を定める。

整備目標 被ばく医療機関の指定、被ばく医療活動に必要な資機材の整備など

整備レベル Ｈ２５：被ばく医療体制の整備 Ｈ２６被ばく医療体制の完成

平成25年度の

取組・取組方針

・スケジュール

○ホールボディカウンタ、除染設備等の整備

○訓練、研修による被ばく医療計画の検証と定着

これまでの

取組実績

○被ばく医療機関の指定（２４．４．１）

初期被ばく医療機関14カ所、二次被ばく医療機関2カ所

○鳥取県被ばく医療機関等ネットワーク会議の開催（12/20 3/14）に

より、「鳥取県緊急被ばく医療計画」「鳥取県緊急被ばく医療マニュ

アル」を作成

○被ばく医療機関研修会 管理者7／30 実技研修会1／11、12
○資機材等の整備（ポケット線量計416個、防護服セット1400組等）

被ばく医療ＷＧ(被ばく医療)



3737

役割 安定ヨウ素剤の予防投与を適切に行えるよう体制を整備する

整備構想（方針） 平成25年度交付金で必要な資機材を購入し、所定の場所に配備する

整備目標
・平成24年度に引き続き安定ヨウ素剤（錠剤）の備蓄

・安定ヨウ素剤の備蓄・服用体制の確定

整備レベル 平成25年度中に安定ヨウ素剤の備蓄・予防服用体制完成させる

平成25年度の取組

・取組方針

・スケジュール

・安定ヨウ素剤の備蓄

（１日分：学校、県立病院又は保健所（スクリーニング会場分）

（最大４日分：福祉施設、病院、行政備蓄分）

・安定ヨウ素剤の服用体制について、今後見直しが進められる「原子
力災害対策指針」をもとに「県の予防服用計画」に必要な修正を行う。

これまでの

取組実績

・安定ヨウ素剤の備蓄（１日分：一時集結所、調剤拠点薬局に配布）

・安定ヨウ素剤の備蓄・緊急時予防服用計画策定

・学校での安定ヨウ素剤保管取扱い要領策定

被ばく医療ＷＧ（安定ヨウ素剤に係る詳細）
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役割 避難住民に対するスクリーニング体制の整備

整備構想 スクリーニングで必要となる資材等の整備

整備目標
・スクリーニング検査に係る体制（資機材・人員等）の整備及び運用方法の
整理（計画及びマニュアル作成）を図る。

整備レベル
Ｈ２５：資機材の整備、スクリーニング要員の研修、必要な計画等の見直し

Ｈ２６：資機材の維持管理及び、必要計画等の見直し

平成25年度の取組

・取組方針

・スケジュール

・スクリーニング検査に必要な資機材（除染用具等）の整備

・スクリーニング検査要員に対する研修会の実施。

・被ばく医療計画及びマニュアルの適宜見直しの実施。

※平成２４年度末に暫定版が完成。今後必要な見直しを図る。

こ れ ま で の

取 組 実 績

Ｈ２５．３ 被ばく医療計画・マニュアル策定

Ｈ２５．３ 資機材（ＧＭサーベイメータ、個人線量計、防護具）を購入

Ｈ２５．３ 県放射線技師会と応援協定締結

被ばく医療ＷＧ（スクリーニング）
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役割 モニタリング実施体制の確立

整備構想（方針） モニタリングで必要となる施設、機材等の整備

整備目標
環境モニタリング指針も参考に、島根県の監視計画に準じた実施
体制を整備

整備レベル

県民が容易にモニタリング結果を確認できる体制（島根県等のモ
ニタリングデータの統合化、放射線監視表示設置等）

放射線等の影響評価ができる体制（原子力環境センター（仮称）
整備）
可搬型ポスト（11基）、放射線測定器等の整備によるモニタリング
実施

平成25年度の取組

・取組方針

・スケジュール

島根県を含めた情報共有システムの構築
測定局の測定機能強化
住民に対する、情報提供システムの構築
原子力環境センター（仮称）の設計
可搬型モニタリングポストの追加整備
緊急時モニタリング計画の策定

これまでの
取組実績

モニタリングポストの整備（県内７箇所）
境港局、米子局への試料採取装置の整備
平常時モニタリング計画の策定

モニタリングWG

4040

役割
原子力防災に対する県民の正しい理解の推進。緊急時の住民等
への迅速かつ的確な情報提供体制の整備

整備構想（方針）

・防災訓練、講演会等の結果を反映させ、効果的に実施する。

・行動計画、対応マニュアルや訓練等により、的確な対応が行え
る体制を整備

整備目標
県民に対する普及啓発の年次的かつ計画的な実施。緊急時の住
民広報体制の早期整備。

整備レベル

＜普及啓発＞H25は広域住民避難計画の広報を重点的に実施

＜緊急時広報＞計画の見直しや必要なマニュアルの整備を進め

るとともに、訓練等により対応力の向上を図る。

平成25年度の取組

・取組方針

・スケジュール

＜普及啓発＞ ・施設見学会（島根原発、オフサイトセンター 年３回）

・防災訓練の実施（夏～秋頃） ・講演会の開催（年１回）

・県政だより６月号等での広報 ・リーフレット作成（年２回）

＜緊急時広報＞

・関係機関の意見や訓練結果等を踏まえ、計画の見直しを行うとともに、
運用上必要となるマニュアルを整備する。

これまでの

取組実績

・県民に対する講演会、説明会等を開催した。

・広報、情報伝達計画の慨成

普及啓発･広報ＷＧ
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